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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

04・3210・3 みはら歯科クリニック 〒904-2155
沖縄市美原四丁目１番１
５号１階

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第783号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第387号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第404号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第255号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第118号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第413号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
光学印象
　　　（光印象）第91号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第758号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1455号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

07・3083・7 ＡＮＴＡＲＥＳ　ＤＥ
ＮＴＡＬ　ＷＯＲＫ

〒907-0241
石垣市桃里１６５－３８
１

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第782号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第757号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
歯周組織再生誘導手術
　　　（ＧＴＲ）第81号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1454号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日

10・3067・4 潮崎デンタルクリニッ
ク

〒901-0364
糸満市潮崎町二丁目１番
地１５－１０１

歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第254号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日

23・3193・1 医療法人社団恵仁会　
東浜アクア歯科

〒901-1304
島尻郡与那原町字東浜９
９番３

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第781号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日


